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原告 竹島一心 意見陳述 

 

２０２５年５年２９日 

 

 

投票権を与えられていない未成年者が選挙で応援することすら許されない、これか

らの社会をつくる若者の声が潰されるなんて本当にあって良いのでしょうか？ 

 

私は という町で生まれ育ちました。 

 

小学生の時に親に発達検査に連れて行かれて、ＡＳＤ（自閉スペクトラム症）と診

断された経験があります。今はラッパーとして活動しており、ラップで自分を表現

することができますが、幼い頃は人との対話や自己表現が苦手でした。自分を曲げ

られない、理由がわからないと納得できない性格で、対立することも多々ありまし

た。 

 

そんな私が政治に興味を持つきっかけは、地元のユースカウンシルです。そこには

  という団体があります。年に一度、活動報告会が行われてい

ます。報告会では、市長や教育長をはじめとした行政職員や町の議員や住民も参加

します。 

 

私は、中学２年の頃、ユースセンターの職員の方の誘いで   に

参加しました。ＵＰ ＴＯ ＹＯＵ！はそれぞれがプロジェクトを持っています。

私は当時学校の校則に違和感を持っていたこともあり、「校則見直し」をプロジェ

クトとし、活動を始めました。1 年間かけて、市内の住民にアンケート調査を行った

り、教育委員会の方との面談を行ったりしました。その活動の成果や自分の思いを
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報告会でお話しました。 

 

学校の先生に「ツーブロック禁止」などの校則についてなぜなのか質問しても、

「ルールだから」と言われ、全く回答になっていない。理由の説明できないルール

が多すぎる。私は、「ルールを変えたいじゃなく、納得したい」といった思いをお

話しました。そこで当時市長だった方をはじめとした、 は親身に私の話を聴

いてくれて、すぐに動こうとしてくれました。校則や学校の対応が原因で学校にい

けなくなった時も、行政職員の方が学校に訪問するなど、対応してくれました。 

 

その間私は市が設置する、フリースクールに通いました。ただの中学生である私に

対して、しっかりと対話をし、動いてくれる大人がたくさんいて、中学校卒業時に

はなりましたが、報告会で政策提言をした内容の一つの、「校則策定に関するガイ

ドライン」が教育委員会から発令されました。そのような活動の中で、必ず回答す

る市の意見箱など、住民の声を大切にする市の取り組みを知りました。 

 

そのような町を作ってきた前市長が、昨年行われた選挙に立候補しました。公約の

中に、若者が県政に参画する「若者による 」（仮称）を創設という

項目があり、若者が社会に参画することが大切だと思う私は、応援したいと強く思

いました。 

 

そこで私は街頭演説に行ったり、ネット上で応援したりしました。ところが、私の

思いをまとめたブログをネットに上げようとした時、以前から仲の良い法律に詳し

い大人の方に、「未成年の選挙運動禁止」の規定があるから辞めておいたほうがい

いんじゃないかと言われました。未成年者である自分に刑罰が下るのではないかと

いう恐怖と、自分が違反することにより、候補者や周りの人に迷惑をかけてしまう

のではないかと恐怖を感じました。 
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その方は私のことを思って教えてくれたので、とても感謝していますが、その法律

に対しては、強く怒りを覚えました。未成年者である私は、「投票もできなければ、

応援することも許されない。まるで、この街を共に作る人間ではない」と言われて

いる感覚でした。 

 

未成年者の権利が奪われ、萎縮させるような法律は私たちの表現の自由を奪ってい

ます。未成年者も考えることができる人間です。未成年者もこの国をつくる人間の

一員であり、表現をする権利があります。私達の権利は司法の力で証明されるべき

です。私はこれからの未来の声が届き、若者に関する政策がより前に進む社会のた

めに、未成年者の選挙運動の自由を求めます 

 

以 上 




